
〇
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

改 
  
  
   

正 
  
 
    

後 

改        

正        

前 

別
表
第
二

 
別
表
第
二

 

大
分
類
 

小
分
類
 

細
分
類
 

摘
要
 

番
号
 

項
目
名
 

農
業
、
林

業
 

［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
 

 
畜
産
農
業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

0
1

2
5

 
畜
産
類
似
業

 
た
だ
し
、

愛
が
ん
用

動
物
に
係

る
も
の
を

除
く

 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

製
造
業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
そ
の
他
の

電
子

部

品
・
デ
バ

イ
ス
・
電

子
回
路
製

造
業
 

28
99 

そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
 

た
だ
し
、

Ｓ
Ａ

Ｗ

（
弾
性
表

面
波
）
フ

ィ
ル
タ
、

Ｂ
Ａ

Ｗ

（
バ
ル
ク

弾
性
波
）

大
分
類
 

小
分
類
 

細
分
類
 

摘
要
 

番
号
 

項
目
名
 

農
業
、
林

業
 

［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
 

 
畜
産
農
業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

0
1

2
5

 
畜
産
類
似
業

 

    

［
新
設
］

 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

製
造
業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
そ
の
他
の

電
子

部

品
・
デ
バ

イ
ス
・
電

子
回
路
製

造
業
 

2899 
そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
 

た
だ
し
、

Ｓ
Ａ

Ｗ

（
弾
性
表

面
波
）
フ

ィ
ル
タ
、

Ｂ
Ａ

Ｗ

（
バ
ル
ク

弾
性
波
）



フ
ィ

ル

タ
、
⽔
晶

振
動
子
、

水
晶
共
振

子
、
水
晶

発
振
子
又

は
巨
大
磁

気
抵
抗
効

果
若
し
く

は
ト
ン
ネ

ル
磁
気
抵

抗
効
果
を

利
用
す
る

磁
気
セ
ン

サ
ー
の
製

造
業
に
限

る
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

情
報
通
信

業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
［
削
る
。
］ 

［
削

る
。
］
 

［
削
る
。
］
 

［
削
る
。
］ 

 
 

［
削

る
。
］
 

［
削
る
。
］
 

［
削
る
。
］ 

 
 

［
削

［
削
る
。
］
 

［
削
る
。
］ 

フ
ィ

ル

タ
、
⽔
晶

振
動
子
、

水
晶
共
振

子
又
は
水

晶
発
振
子

の
製
造
業

に
限
る
 

         

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

情
報
通
信

業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
業
 

3911 
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

業
 

※
１
 

 
 

3912 
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

 

※
１
 

 
 

3913 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ

※
１
 



る
。
］
 

 
［
削
る
。
］ 

［
削

る
。
］
 

［
削
る
。
］
 

   

［
削
る
。
］ 

 
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
附

随
サ
ー
ビ

ス
業
 

40
11 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・
サ
ー
バ

運
営
業
 

た
だ
し
、

電
気
通
信

事
業
法
第

九
条
の
登

録
を
受
け

る
べ
き
電

気
通
信
事

業
に

限

る
。
 

 
 

4
01
2 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー

ビ
ス
・
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ

バ
イ
ダ
 

 

 
 

4
01
3 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ

ポ
ー
ト
業
 

※
 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

    

ア
業
 

 
情

報
処

理
・
提
供

サ
ー
ビ
ス

業
 

3921 
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
 

※
１
 

 
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
附

随
サ
ー
ビ

ス
業
 

4011 
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・
サ
ー
バ

運
営
業
 

た
だ
し
、

電
気
通
信

事
業
法
第

九
条
の
登

録
を
受
け

る
べ
き
電

気
通
信
事

業
に

限

る
。
 

 
 

4012 
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー

ビ
ス
・
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ

バ
イ
ダ
 

 

 
 

4013 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ

ポ
ー
ト
業
 

※
２
 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

※
１

 
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
内

閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済

産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
四
号
）
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
ソ



               

フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ
つ

て
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に

お
い
て
「
別
表
第
三
事
業
」
と
い
う
。
）
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三

事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条

第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も

の
の
た
め
に
実
施
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及
び
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
に

属
す
る
事
業
（
当
該
事
業
を
営
む
会
社
の
他
の
も
の
（
当
該
会
社
の
関
係
会
社
（
会

社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
十
五
号

に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
及

び
当
該
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
他
の
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
※

1
及
び
※

2
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
を
行
う
も
の

及
び
他
の
も
の
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
扱
う
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。

 

※
 
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
内
閣

府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産

業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
四
号
）
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
限
る
。

以
下
こ
の
※
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
三

に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
※
に
お
い
て
「
別
表
第
三
事
業
」
と

い
う
。
）
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
会
社
法
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
同
法
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
子
会
社
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
の
た
め
に
実
施

す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
（
当
該
事
業
を
営
む
会

※
２

 
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
内

閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済

産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
四
号
）
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
限

る
。
以
下
こ
の
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ
つ
て
は
、
別

表
第
三
事
業
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
若

し
く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
の
た

め
に
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
（
当
該
事
業

を
営
む
会
社
の
他
の
も
の
か
ら
委
託
を
受
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ

ス
業
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
 



社
の
他
の
も
の
（
当
該
会
社
の
会
社
計
算
規
則
第
二
条
第
三
項
第
二
十
五
号
に
規

定
す
る
関
係
会
社
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
及
び
当
該
事
業
を

営
む
会
社
と
同
じ
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
他
の
会
社
を
除
く
。
）
か
ら
委
託

を
受
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

除
く
。
 

     

備
考
 
こ
の
表
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分

類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
七
月
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
分
類
表
に

従
っ
て
い
る
。
 

備
考
 
こ
の
表
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分

類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
七
月
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
分
類
表
に

従
っ
て
い
る
。
 

 
 

別
表
第
三
 

別
表
第
三
 

大
分
類
 

小
分
類
 

細
分
類
 

摘
要
 

番
号
 

項
目
名
 

［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
 

製
造
業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
そ
の
他
の

電
子

部

品
・
デ
バ

イ
ス
・
電

子
回
路
製

造
業
 

28
99 

そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
 

た
だ
し
、

Ｓ
Ａ

Ｗ

（
弾
性
表

面
波
）
フ

ィ
ル
タ
、

Ｂ
Ａ

Ｗ

（
バ
ル
ク

弾
性
波
）

フ
ィ

ル

タ
、
水
晶

振
動
子
、

水
晶
共
振

大
分
類
 

小
分
類
 

細
分
類
 

摘
要
 

番
号
 

項
目
名
 

［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
［
略
］

 
 

製
造
業
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
そ
の
他
の

電
子

部

品
・
デ
バ

イ
ス
・
電

子
回
路
製

造
業
 

2899 
そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
 

た
だ
し
、

Ｓ
Ａ

Ｗ

（
弾
性
表

面
波
）
フ

ィ
ル
タ
、

Ｂ
Ａ

Ｗ

（
バ
ル
ク

弾
性
波
）

フ
ィ

ル

タ
、
水
晶

振
動
子
、

水
晶
共
振



子
、
水
晶

発
振
子
又

は
巨
大
磁

気
抵
抗
効

果
若
し
く

は
ト
ン
ネ

ル
磁
気
抵

抗
効
果
を

利
用
す
る

磁
気
セ
ン

サ
ー
の
製

造
業
を
除

く
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
船

舶
製

造
・
修
理

業
、
舶
用

機
関
製
造

業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

31
32 

船
体
ブ
ロ
ッ
ク
製
造
業
 

た
だ
し
、

総
ト
ン
数

百
九
十
ト

ン
以
上
の

船
舶
（
船

体
ブ
ロ
ッ

ク
を

含

子
又
は
水

晶
発
振
子

の
製
造
業

を
除
く
 

         

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

 
船

舶
製

造
・
修
理

業
、
舶
用

機
関
製
造

業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

3132 
船
体
ブ
ロ
ッ
ク
製
造
業
 

      

 



む
。
）
を
構

成
す
る
部

品
に
係
る

も
の
を
除

く
 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

情
報
通
信

業
 

［
業
］
 

［
業
］
 
［
業
］
 

 

 
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
業
 

39
11 

受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

業
 

※
１
 

 
 

39
12 

組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

※
１
 

 
 

39
13 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
業
 

※
１
 

 
 

39
14 

ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

 

 
情

報
処

理
・
提
供

サ
ー
ビ
ス

業
 

39
21 

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
 

※
１
 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

サ
ー
ビ
ス

業
（
他
に

分
類
さ
れ

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

     

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

情
報
通
信

業
 

［
業
］
 

［
業
］
 
［
業
］
 

 

 
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
業
 

3911 
受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

業
 

※
１
 

 
 

3912 
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

※
１
 

 
 

3913 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
業
 

※
１
 

 
 

3914 
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
 

 

 
情

報
処

理
・
提
供

サ
ー
ビ
ス

業
 

3921 
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
 

※
１
 

 
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

［
略
］
 

サ
ー
ビ
ス

業
（
他
に

分
類
さ
れ

［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 



な
い

も

の
）
 

 
他
に
分
類

さ
れ
な
い

事
業
サ
ー

ビ
ス
業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

92
99 

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の

他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
 

た
だ
し
、

液
化
石
油

ガ
ス
（
Ｌ

Ｐ
Ｇ
）
充

て
ん
業
及

び
液
化
石

油
ガ

ス

（
Ｌ

Ｐ

Ｇ
）
の
貯

蔵
を
行
う

事
業
に
係

る
も
の
を

除
く
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

※
１

 
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
内

閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済

産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
四
号
）
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ
つ

て
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に

な
い

も

の
）
 

 
他
に
分
類

さ
れ
な
い

事
業
サ
ー

ビ
ス
業
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

 
 

9299 
他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の

他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
 

た
だ
し
、

液
化
天
然

ガ
ス
（
Ｌ

Ｐ
Ｇ
）
充

填
業
及
び

液
化
天
然

ガ
ス
（
Ｌ

Ｐ
Ｇ
）
の

貯
蔵
を
行

う
事
業
に

係
る
も
の

を
除
く
 

 

 
［
略
］
 

［
略
］
 
［
略
］
 

 

※
１
 
別
表
第
三
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に

お
い
て
「
別
表
第
三
事
業
」
と
い
う
。
）
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三

事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条

第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も



お
い
て
「
別
表
第
三
事
業
」
と
い
う
。
）
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三

事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
子

会
社
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
※
２
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
の
た
め
に
実
施
す
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
業
及
び
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
（
当
該
事
業
を
営
む

会
社
の
他
の
も
の
（
当
該
会
社
の
関
係
会
社
（
会
社
計
算
規
則
第
二
条
第
三
項
第

二
十
五
号
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営

む
も
の
及
び
当
該
事
業
を
営
む
会
社
と
同
じ
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
他
の

会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
※
１
及
び
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け

て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
を
行
う
も
の
及
び
他
の
も
の
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を

扱
う
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
 

の
の
た
め
に
実
施
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及
び
情
報
処
理
・
提
供
サ
ー
ビ
ス
業
に

属
す
る
事
業
（
当
該
事
業
を
営
む
会
社
の
他
の
も
の
（
当
該
会
社
の
関
係
会
社
（
会

社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
十
五
号

に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
及

び
当
該
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
他
の
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
※
１
及
び
※

２
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
を
行
う
も
の

及
び
他
の
も
の
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
扱
う
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
 

      

※
２

 
別
表
第
一
に
掲
げ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
を
除
き
、
対
内

直
接
投
資
等
に
関
す
る
命
令
第
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣

及
び
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
業
種
を
定
め
る
件
に
掲
げ
る
業
種
に
該
当
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
限

る
。
以
下
こ
の
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
事
業
以
外
に
あ
つ
て
、
別
表

第
三
事
業
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
親
会
社
若
し

く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む
も
の
の
た
め

に
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
（
当
該
事
業
を

営
む
会
社
の
他
の
も
の
か
ら
委
託
を
受
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス

業
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
 

※
２
 
別
表
第
三
事
業
に
付
随
し
て
実
施
し
、
又
は
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む

親
会
社
若
し
く
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
別
表
第
三
事
業
の
み
を
営
む

も
の
の
た
め
に
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
※
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
事

業
（
当
該
事
業
を
営
む
会
社
の
他
の
も
の
か
ら
委
託
を
受
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

附
随
サ
ー
ビ
ス
業
を
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。

 

備
考
 
こ
の
表
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分

類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
七
月
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
分
類
表
に

備
考
 
こ
の
表
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分

類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
七
月
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
分
類
表
に



  従
っ
て
い
る
。
 

従
っ
て
い
る
。
 


